
ベネフィット・ステーション
利用終了のお知らせ

令和8(2026)年4月1日以降、利用できなくなります。

（会員専用サイトにログインできなくなります）

公立学校共済組合神奈川支部の会員の皆様は、
新しい福利厚生制度への移行に伴い、

・各種割引サービス
・ベネポ
・ベネフィット・ステーション経由で入手したチケット 等
すべてのサービスについて、令和８年３月３１日までとなります。
なお、ご退会前にご購入いただいたサービス（デジタルクーポン・デジタルチケット）は
有効期限内に限り、ご利用可能です。

※毎月割引が適用されているメニューや、介護サービス等キャッシュバックで助成を受けてい
るメニューについても、令和８年４月１日以降はベネフィット・ステーション会員ではなく
なることから、適用されなくなります。

＜特に注意を要する利用＞

①育児・介護補助サービス
育児補助金サービス、介護補助育児補助金サービス、介護補助金サービス、ファミリー
サポートなど申請が必要なメニューは、令和８年３月３１日までに審査完了分までが対
象となりますので令和８年３月１５日頃までに申請ください。
令和８年３月３１日まで申請は可能ですが、不備があった際の再申請は令和８年
４月１日以降できなくなりますので、補助金の返還もしくは非処理の取り扱いとなります
のでご注意ください。

すくすくえいど育児手帳、一時保育補助サービス「すくすくえいど」を利用している方は、育
児手帳をご自身で破棄していただきますようお願いいたします。

②宿泊
３月３１日以前に４月１日以降の宿泊を予約済みの場合は、予約が有効となります
ので会員料金にてご利用いただけます。
ただし、下記の条件がございますので、ご了承下さい。
・宿泊日追加 宿泊人数の増減員 施設変更は承ることが出来かねますので、
ご自身でキャンセルの手続きをお願いいたします。



ホームページのログイン・お電話での受付も同様に終了となりますので、
令和８年３月３１日までにご利用いただきますようお願いいします。

詳細については、
ベネフィット・ステーション カスタマーセンター
0800-9192-919（10:00～18:00）
までお問合せください。

③デジタルチケット・デジタルクーポンについて
交換・購入したデジタルチケット・デジタルクーポンは、令和８年４月１日以降サイトにログ
インができないため、マイページの確認ができなくなります。令和８年４月１日以降は下記
案内に沿てご利用ください。

購入したデジタルチケット・デジタルクーポン
は、大会後でも利用できるか

【チャットボットを利用したアクセス方法】

①ベネフィット・ステーション
サイト画面右下の
チャットボットをクリック

②「退会」というキーワードを
入力して送信。その後に
表示される質問をクリック

③その後表示される
「退会者専用マイクーポン画面」

をクリック

③退会前にご登録いただいた
ベネアカウントでログインすると

マイクーポン画面が閲覧できます。

上記URLにアクセスするための、チャットボットへの入力キーワードは「退会」です！

④ベネポ
貯められたベネポは、令和８年３月３１日をもって失効します。

⑤フィットネスクラブ
現在ご利用のフィットネスクラブはベネフィット・ステーション経由でのご入 会特典料金のため、
法人会員の解約を行っていただき、改めて個人会員と しての入会をお願いします。

など

【利用方法】
URL：https://mypage.mg.benefit-one.inc/mypage

URL：https://mypage.mg.benefit-one.inc/mypage

① 記載のURL/QRコードより遷移

② ログイン画面が表示されますので、

以前のご所属で登録したベネアカウントでログイン

簡単2STEP で利用可能です！

https://mypage.mg.benefit-one.inc/mypage
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